
●お問合せ　まちづくり推進課（☎内線1434）

「チャレンジing事業」の
二次公募を開始します！

事業
概要

　チャレンジing事業は、市民活動団体及び地域活動団体が実施する、不特定かつ
多数の方々の利益となる先駆的なまちづくり事業に要する経費について、市民活動
の活性化及び市民自身の手による地域に密着した公共サービスの充実を図ることが
できると認められる事業を支援する制度です。

※市民活動団体：NPO、ボランティア団体、その他の市民の自主的な活動により、公益の増進に寄与する
ことを目的とした団体であって、営利を目的としないものをいいます。

※地域活動団体：自治会、まちづくり協議会、その他市内の一定の地域を単位とする組織であって、市民
が相互に助け合うことを目的とした団体をいいます。

次の要件を満たす市民活動団体及び地域活動団体が対象団体となります。

対象団体

事業実施期間

５月２日（月）～６月30日（木） ８月～令和5年3月下旬まで
募集期間

（1）　規約又は会則を持ち、かつ、活動が継続的に行われる団体
（2）　飯塚市内に活動拠点を有し、主たる活動区域が市内にある団体
（3）　原則として5人以上で構成されている団体
（4）　団体の意思を代表する者及び団体の意思を執行する組織が確立している団体

※上記に関わらず、未成年のみで構成される団体、または公共の利益を害する行為をするおそれのある団体は対
象団体としません。また、既に令和4年度協働のまちづくり応援補助金の採択を受けている団体（団体構成員、
代表者等から同一のものと認められる団体を含む。）は、対象となりません。

　対象団体が自主的に行
い、公益の増進につなが
ることを目的とするさま
ざまな分野の先駆的な事
業が対象となります。

対象事業

（https://www.city.iizuka.lg.jp/machizukuri/ouenhozyokin.html）
申請様式は、飯塚市のホームページからもダウンロードできます。

詳細は、まちづくり推進課、各交流センターおよび市民交流プラザに
設置している助成金申請の手引き（パンフレット）をご覧ください。

※コラボ事業は、1事業の補助金額・率です。事業の代表となる団体のみに交付します。

上限30万円
補助率3/4

対象団体間で協働して
実施する事業コラボ事業

上限20万円
補助率3/4

地域活動団体が
実施する事業コミュニティ事業 1団体につき

1回/年度

上限20万円
補助率3/4

市民活動団体が
実施する事業テーマ事業

補助回数補助金額・率内　容区　分

令和4年度 協働のまちづくり応援補助金お試しのつもりが定期購入！？
初回がお得なネット通販にご注意を！！

　通販サイトでダイエット食品が初回お試し価格500円で購入できる
との記載を見て注文し、商品が届いたのでコンビニで代金を支払った。
ところがしばらくして2回目として4か月分の商品が届き、45,000円の
請求を受けた。
　業者に「2回目は注文していない」と申し出をしたら、「定期購入なので
2回目4か月分までの購入が必須条件になっている」と説明を受けた。
一度だけ500円でのお試し購入だと思っていた。こんなに高額なら注文
しなかった。2回目の商品はいらないので返品して、解約したい。

ア ド バ イ ス
　通信販売（インターネット、テレビ通販など）はクーリングオフの適用がなく、解約や返品は
広告に記載された業者のルールに基づきます。
　注文確定を押してしまう前に、必ず注文内容や購入条件を確認しましょう。

1回限りで・簡単に・無料で解約できますか？
③ 解約の方法は？

「初回」価格と「2回目以降」の価格は違います。
② 2回目からはいくらですか？

「○ヶ月コース」「定期」「自動更新」などの表示があれば
2回目以降も商品が届きます。

① 1回限りの購入ですか？

※上記①から③までは改正特定商取引法により、最終画面で明確に表示しなければいけません。令和4年6月1日以降、
誤認させる表示により申し込みをした消費者は契約を取り消しできる可能性があります。
また、相談事例のほかに、「業者と電話がつながらず解約できない」などのトラブルも起きています。電話がつながら
ない場合はつながるまでかけることになりますが、念のためメールやファックスで解約の意思を伝えておきましょう。
業者に連絡が取れないからといって、一方的に返品すると新たなトラブルになり解決にはなりません。

相 談 事 例

確認するポイント

相談先
飯塚市消費生活センター（あいタウン2階 市民交流プラザ内）
〒820-0040
飯塚市吉原町6番1号 

困ったときは、まずご相談ください！

☎0948-22-0857

消費者の会では、食の安全・エコライフ・悪質
商法への対処など、身近な問題についての学習
や啓発活動を行っています。
詳しくは消費生活センターにお尋ねください。

筑豊消費者の会  会員募集
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